
 

 

 

茨城 公民 中学生・高校生 

【問１】  １８歳になると、親の同意なく、クレジットカードや携帯電話の契約ができるようになりますか？ 

 

【問２】  成人年齢引き下げで、消費者教育が専門の茨城大・野中美津枝教授が懸念しているのは？ 

 

 

【問３】  水海道一高の家庭科の授業で挙げられた、通販広告を見極めるポイントは？ 
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解答例 

なる 

１８、１９歳が、もうけ話で誘われ、自分の判断だけで契約してしまうトラブルなど 

信ぴょう性に欠ける表記はないか、法的に記載してはいけない表現がないか、など 


